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１．（１）直轄土木工事における週休２日の「質の向上」に向けた施策パッケージ

平成28年度から週休２日モデル工事を実施。令和６年度の労働基準法時
間外労働規制適用に向け、取組件数を順次拡大。【休日の量の確保】

① 週休２日を標準とした取組への移行【令和５年度から適用】
共通仕様書、監督・検査等の基準類を、週休２日を標準とした内容に改正

② 工期設定のさらなる適正化【令和５年度から適用】
天候等による作業不能日や猛暑日等を適正に工期に見込めるよう、工期設定指針等を改正

③ 柔軟な休日の設定【令和５年度に一部工事で試行】
出水期前や供用前など閉所型での週休２日が困難となった場合に、工期の一部を
交替制に途中変更できないか検討

④ 経費補正の修正【令和５年度に検討】
月単位での週休２日工事で実際に要した費用を調査し、現行に代わる新たな補正措置を
立案できないか検討（令和５年度は現行の補正係数を継続）

⑤ 他の公共発注者と連携した一斉閉所の取組を拡大【令和５年度から実施】
※併せて、直轄事務所と労働基準監督署との連絡調整の強化

現在のモデル工事は通期で週休２日を目指す内容となっており、
月単位で週休２日を実現できるよう取組の推進が必要。【休日の質の向上】

施策パッケージ

（これまで）

（これから）

1

工 事



2

発注者指定 週休２日

受注者希望 週休２日

○令和５年度は、全ての工事を発注者指定で週休２日工事（閉所型・交替制のいずれか）を実施
（月単位の週休２日への移行期間）
週休２日モデル工事の補正係数は、移行期間として令和５年度までは継続

○令和６年度以降、月単位での週休２日の実現を目指す
柔軟な休日の設定や経費補正の修正を令和５年度に検討

※北海道開発局においては、
本官工事のうち２．５億円
以上のものを対象

本官工事

分任官工事

※北海道開発局においては、
２．５億円未満の本官工事
及び分任官工事を対象

週休２日工事の発注方針

発注者指定 完全週休２日（土日祝日閉所）

発注者指定 週休２日

受注者希望

R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 以降

70%目標

50%目標

令和５年度の直轄土木工事の発注方針

月単位での週休２日
の実現を目指す

月単位での週休２日
の実現を目指す

※仕様書、監督・検査
の基準類、工期設定
指針を改正

※仕様書、監督・検査
の基準類、工期設定
指針を改正

※柔軟な休日の設定や経費補正
の修正をR5に検討

※柔軟な休日の設定や経費補正
の修正をR5に検討 2
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①週休２日を標準とした取組への移行【令和５年度から適用】

仕様書、監督・検査等の基準類を、以下の通り改定

ⅰ)受注者が作成する施工計画書に、法定休日・所定休日を記載するよう、「共通仕様書」を改正。
ⅱ)発注者による監督・検査において、週休２日の実施状況を確認するよう、「共通仕様書」、

「土木工事監督技術基準(案)」、「地方整備局土木工事検査技術基準(案)」を改正。
ⅲ)週休２日を標準とした工事成績評定となるよう、「地方整備局工事成績評定実施要領」を改正。

（加点項目から削除・遵守項目に追加）

施工計画書
施工

(監督)
検査

(成績評定)

＜施工計画書＞

法定休日と所定休日の記載を追加

月 火 水 木 金 土 日

※受注者の法定休日・所定休日
を基に自ら設定

法定
休日

所定
休日

＜施工(監督)＞
週休２日の実施状況を確認

監督職員
（発注者）

＜検査(成績評定)＞
週休２日の実施状況を確認、
週休２日を前提とした成績評定

検査職員
（発注者）

受注者

〈法定休日と所定休日の設定例〉

3
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工種 単位 数量 施工計画

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 ・・・

準備 式 １

道路
土工

㎥ 10,000

排水
構造
物工

m 500

舗装
工

㎡ 5,000

付帯
施設
工

式 1

区画
線工

式 1

後片
付け

式 1

②工期設定のさらなる適正化【令和５年度から適用】

発注者が活用する工期設定指針及び工期設定支援システムを、以下の通り改定

ⅰ)雨休率算出の際に「休日」と「天候等による作業不能日」等が重複しないよう明確化
ⅱ)工期設定で猛暑日（WBGT値31以上の時間から日数を算定）を考慮
ⅲ)準備・片付け期間に、必要に応じて、重機組立・解体や検査データの作成日数を考慮するよう明確化
ⅳ)地域の実情に応じて作業制限や制約を考慮できるよう例示を追加

＜試算例（福岡県内の道路改良工事の場合）＞

・旧指針での工期：３６５日 ⇒ 新指針での工期：３８４日＋α （１９日＋α増加※）

※上述 ⅰ)で7日分、ⅱ)で１２日分反映。 ＋αは必要に応じてⅲ)、ⅳ)を考慮。 雨休率：78%→89%

<工期への反映イメージ> 猛暑日を考慮
「休日」と「天候等による作業不
能日」等が重複しないよう設定

必要に応じて重機解体や

検査データの作成日数を
考慮

猛暑日
頻発

天候等によ
る作業不能
日頻発

地域の祭りに
よる通行規制

地域の実情に応じて
作業制限や制約を考慮
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③柔軟な休日の設定【令和５年度に一部工事で試行】

閉所と交替制の柔軟な活用について、以下の通り試行（R3～R5に試行）
ⅰ)受注者の希望に応じ、工期を通じての交替制⇔閉所の変更を試行（R3・4年度に試行）
ⅱ)受注者の希望に応じ、工期の一部での閉所から交替制への途中変更を試行（R5年度）

工期 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ・・・

週休２日の
実施方法

(当初予定) 閉所 閉所 閉所 閉所 閉所 ・・・

「交替制」に変更し
個人レベルでは
週休２日を確保

災害の発生に
より週休２日の
閉所が困難に

＜工期の一部で閉所から交替制に途中変更するイメージ＞

5
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④経費補正の修正【令和５年度に検討】

月単位で週休２日を達成できた工事について、令和５年度の諸経費動向調査や
労務費調査の結果を踏まえ、現行に代わる新たな補正措置を立案できないか検討

日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７

８ ９ １０ １１ １２ １３ １４

１５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１

２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８

２９ ３０ ３１

日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４

５ ６ ７ ８ ９ １０ １１

１２ １３ １４ １５ １６ １７ １８

１９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５

２６ ２７ ２８

日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４

５ ６ ７ ８ ９ １０ １１

１２ １３ １４ １５ １６ １７ １８

１９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５

２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１

１月

２月

３月

これまでの経費補正

工期全体で週休２日
を達成することを
前提に経費補正

・
・
・

日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７

８ ９ １０ １１ １２ １３ １４

１５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１

２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８

２９ ３０ ３１

日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４

５ ６ ７ ８ ９ １０ １１

１２ １３ １４ １５ １６ １７ １８

１９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５

２６ ２７ ２８

日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４

５ ６ ７ ８ ９ １０ １１

１２ １３ １４ １５ １６ １７ １８

１９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５

２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１

１月

２月

３月

R５の検討

月単位で週休２日
を達成できている工事
に要した費用を分析し
経費補正を検討

・
・
・

黄色塗：閉所日 黄色塗：閉所日

月単位では
週休２日が

達成できて
いない

6
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北海道

沖縄県

長崎県

熊本県

新潟県

三重県

宮崎県

埼玉県

香川県

北海道

青森県

山形県

福島県

静岡県

石川県

富山県

岡山県
島根県

福岡県
佐賀県

大分県

鹿児島県

高知県

月に２回程度実施

月に１回程度実施

年に数回実施

凡 例

愛知県

岐阜県

宮城県

岩手県
秋田県

愛媛県
徳島県

山口県

鳥取県

広島県

茨城県

月に３回以上実施

⑤他の公共発注者と連携した一斉閉所の取組を拡大【令和５年度から実施】

各地域の発注者協議会等を通じて、取組を促進。定期的に取組状況を確認・公表。

令和５年１月末時点での
一斉閉所の取組状況

一斉閉所の実施状況 令和５年１月末時点

地方整備局 地 域 実施内容

北海道 北海道 毎月２回統一土曜日

東北 岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県

毎月第２・４土曜日

青森県 毎月第２土曜日

関東 茨城県 毎月第１、２、３、４土曜日

埼玉県 年に数回以上

北陸 新潟県
富山県
石川県

毎月第２・４＋1週の土日曜日

中部 静岡県 毎月第２・４土曜日

愛知県
岐阜県
三重県

毎月第２土曜日

近畿 近畿全域 ※令和５年度より毎月第２土
曜日に一斉閉所を実施予定

中国 鳥取県
島根県
岡山県

毎月第２・４土曜日

広島県 土曜日閉所を月１回

山口県 毎月第２土曜日

四国 四国全域 毎月第２土曜日

九州 九州全域 年に数回以上

沖縄 沖縄県 毎月第４土日曜日 7
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○ 朝礼や準備体操、後片付け等は、一日の就業時間に含まれるものであり標準歩掛に適切に反映されるべきもの。
⇒ 適正なデータで標準的な時間を分析する等により、標準歩掛等に反映。

○ 路上工事などで常設の作業帯が現場に設けられない工事では、資材基地からの移動時間を考慮した積算にする
必要。
⇒ 施工の実態調査の結果を基に、今後、移動時間を考慮した積算にするための方法を多角的に検討。

始業
8:00

準
備
体
操

実作業 実作業

後
片
付
け

昼
休
憩

12:00 13:00
終業
17:00

K
Y

活
動

作
業
指
示

作
業
準
備

■朝礼や準備体操、後片付け等を含めた就業時間（イメージ）

■資材基地からの移動時間を含めた就業時間（イメージ）
始業
8:00

終業
17:00

資
材
積
込

実作業 実作業
昼
休
憩

12:00 13:00

K
Y

活
動

作
業
指
示

現
場
移
動

資
材
取
卸

準
備
体
操

作
業
準
備

現
場
移
動

後
片
付
け

１．（２）時間外労働規制の適用に向けた工事積算等の適正化

8
○令和４年度は移動時間の実態を把握するため、大都市圏の路上工事を中心に、施工の実態調査を重点的に実施。

⇒ 令和５年度は、施工の実態調査の結果を基に、移動時間を考慮した積算にするための方法を多角的に検討。

○令和４年度の施工の実態調査において、朝礼や準備体操、後片付け等の実態を把握。
⇒ 適正なデータで分析する等により、標準歩掛等に反映。
⇒ 令和５年度以降も、施工の実態調査の結果を基に、順次、実態を標準歩掛に適切に反映していく予定。

工 事



１．（３）工事積算における熱中症対策の充実

○ 国土交通省直轄工事における積算では、従来より、共通仮設費（現場環境改善費）で「避暑（熱中症予防）」として費用を計上
しているほか、現場管理費で工期に占める真夏日の割合に応じた補正 を行ってきたところ。

○ 今般、猛暑日を考慮した工期設定となるよう「工期設定指針」を改定するとともに、官積算で見込んでいる以上に猛暑日が確認された
場合には、適切に工期変更を行うほか、その工期延長日数に応じて「工期延長に伴う増加費用の積算」で対応するよう、運用を改良。

9
※１）「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」の改定により、屋外作業ではマスク着用が不要とされたことから、真夏日を「日最高気温２８℃以上」としてきた暫定的な運用を、

令和５年度より「日最高気温３０℃以上」に戻す予定。
※２）「工期の延長に伴う増加費用の積算」は間接工事費（共通仮設費（率分）、現場管理費（率分））で対応するものであり、直接工事費での対応については、必要性や実現可能性を含め、

令和５年度も引き続き検討。

■猛暑日を考慮した工期設定
工程（官積算）で見込んでいる猛暑日日数等を特記仕様書で明示する

とともに、見込んでいる以上に猛暑日等があり、かつ、作業を休止せざるを得
なかった場合には、工期延長日数に応じて精算。

工 期 ＝ 実働日数 × （１＋雨休率）
＋ 準備期間 ＋ 後片付け期間 ＋ その他作業不能日

雨休率 ＝ （休日数 ＋ 天候等による作業不能日）／ 実働日数

天候等による作業不能日 ＝ 降雨・降雪日日数 ＋ 猛暑日日数

猛暑日日数 ＝ 年毎のWBGT値31以上の時間 を日数換算し、
平均した値（対象：5か年）

「第○条 工期」
１．工期は、雨天、休日等181日間を見込み、契約の翌日から令和○年○月○日までとする。

なお、休日には、日曜日、祝日、年末年始及び夏期休暇の他、作業期間内の全ての土曜
日を含んでいる。
工期には、施工に必要な実働日数以外に以下の事項を見込んでいる。

※３：8時～17時の間のデータを対象とする。

⇒ WBGT値31以上の時間は、環境省熱中症予防情報サイトに掲載
されている最寄りの観測データ（８～17時を対象）を活用

特記仕様書記載イメージ

実働日数：
毎年度設定される歩掛の「作業日当たり標準作業量」から当該工事の

数量を施工するのに必要な日数を算出

新たに、猛暑日日数（年毎のWBGT値31以上の時間を日数換算し、
５か年平均したもの）を雨休率に加味し、工程（官積算）を設定。

■工期延長等に伴う増加費用の積算

※１

※２

※３ 天候等による作業不能日は以下を見込んでいる。
イ）１日の降雨・降雪量が10㎜/日以上の日：46日間
ロ）８時から17時までのWBGT値が31以上の時間を足し合わせた日数：12日間

（少数第１位を四捨五入（整数止め）し、日数換算した日数）
過去５か年（20xx年～20xx年）の気象庁（○○観測所）及び環境省（○○

地点）のデータより年間の平均発生日数を算出

準備期間 40日間

後片付け期間 20日間

雨休率 ※休日と天候等による作業不能日を見込むための係数
雨休率＝（休日数 ＋天候等による作業不能日）／実働日数

0.89

その他の作業不能日（○○のため） （Rx.x.x～Rx.x.x） ○日間

２．著しい悪天候や気象状況より「天候等による作業不能日」が工程（官積算）で見込
んでいる日数から著しく乖離し、かつ、作業を休止せざるを得なかった場合には、受注者
は発注者へ工期の延長変更を請求することができる。

工 事



猛暑日を含めた雨休率の算出 【参考】
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＜猛暑日を含めた雨休率の考え方＞

休日数＋降雨・降雪等日数＋猛暑日日数（上述【定義】により算出した日数）

実働日数
雨休率＝

＜WBGT値を使った猛暑日日数の求め方＞

※２：環境省熱中症予防情報サイト（https://www.wbgt.env.go.jp/wbgt_data.php）

• WBGT値31以上の時間数を集計し、日数換算する（日数＝WBGT31以上の時間数／8h）

＜例：埼玉県さいたま＞

• 日数換算値の年平均値を算出する
( 6.75＋19.38 ＋ 13.38 ＋ 13.88 ＋ 9.25 )／5＝12.53日 猛暑日日数

【使用データ】環境省のWBGT値※2 （5か年分：2017年～2021年）

年 月
WBGT値31以上の
時間数（ｈ）

日数換算値（日）

2017 6
7 30.00 3.75
8 24.00 3.00
9

計 54.00 6.75

年 月
WBGT値31以上の
時間数（ｈ）

日数換算値（日）

2018 6 1.00 0.13
7 79.00 9.88
8 71.00 8.88
9 4.00 0.50

計 155.00 19.38

年 月
WBGT値31以上の
時間数（ｈ）

日数換算値（日）

2019 6 1.00 0.13
7 34.00 4.25
8 53.00 6.63
9 19.00 2.38

計 107.00 13.38

年 月
WBGT値31以上の
時間数（ｈ）

日数換算値（日）

2020 6
7 6.00 0.75
8 72.00 9.00
9 33.00 4.13

計 111.00 13.88

年 月
WBGT値31以上の
時間数（ｈ）

日数換算値（日）

2021 6
7 15.00 1.88
8 59.00 7.38
9

計 74.00 9.25

※1：8時～17時の間のデータを対象とする。
【定義】猛暑日日数：年ごとのWBGT値31以上の時間※1を日数換算し、平均した値（対象：5か年）

工 事



２．（１）大規模災害の被災地における復興係数・復興歩掛

岩手・宮城・福島県内 熊本県内 広島県内

復興
係数

間接工事
費を補正

適用時期 H26.2.3 H29.2.1 R1.8.19

対象工事 直轄土木工事 直轄土木工事 直轄土木工事

補正率

共通仮設費：1.5⇒1.3へ変更
現場管理費：1.2⇒1.1へ変更
※ただし、福島県については、次年度の実
態調査結果も踏まえて検討することとし、
それまで適用を猶予する(福島県内では
R5年度は現行の係数を適用）

共通仮設費：1.1
現場管理費：1.1

共通仮設費：1.1
現場管理費：1.1

復興
歩掛

歩掛の日
当たり標
準作業量
を補正

適用時期 H25.10.1 H29.2.1 R1.8.19
対象工種 土工 土工 土工

補正率

土工：標準作業量を10%低減 土工：標準作業量を20%低減
⇒10%低減へ変更

※ただし、不調不落の状況から、次年度
の実態調査結果も踏まえて適用を検討
することとし、それまでは適用を猶予する
(R5年度は20%減を適用）。

土工：標準作業量を20%低減
⇒10%低減へ変更

○ 大規模な災害の被災地では、機材の調達が難航すること等による間接工事費の増大や、資材やﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ等の
不足から作業効率が低下している実態を踏まえ、復興事業の円滑化を目的に復興係数・復興歩掛を導入。
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○ 前工事契約後、後工事契約前に間接費（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）の率式が改定された場
合、改定後の率式が後工事の間接費に反映されないという課題があった。

○ こうした課題を解消するため、間接費の率式の改定を反映する「調整率」を新たに導入する。

12

２．（２）総価契約単価合意方式（後工事の間接費の調整について）

（参考）後工事の試算例

「前工事＋後工事」（合算
工事）の間接費の率分の
対象額

前工事の間接費の
率分

前工事の間接費（率分）
の合意金額

× × －

積算基準（間接費
の率式）の改定に伴
う調整率

×Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｃ１

前工事で適用した積算基準
の率式による低減割合
（補正係数の変更に伴う変動率含む）

後工事の間接費（前工事から継承する場合）

後工事を対象に契約時点の最新
積算基準を反映するため、調整率
を新たに導入

後工事の間接費
＝

（試算条件）
前工事：直接工事費 約200億円
・共通仮設費、現場管理費、一般管理費等の単価合意率：95.0%
後工事：直接工事費 約100億円
後工事の前に以下のように間接費の率式が改定されたと仮定
・共通仮設費の率式（20億円超： 5.5% →  7.0％）
・現場管理費の率式（20億円超：22.0％ → 28.0％）

※ 前工事から継承する場合と後工事単独の場合とを計算し、安価となる方を間接費として採用する考え方はこれまでと同様

【調整率導入前】 約139億円

【調整率導入後】 約147億円

（試算結果）
後工事の工事価格（前工事から継承する場合）

共通仮設費率： 5.2%
現場管理費率：21.0％

共通仮設費率： 6.7%
現場管理費率：26.3％

※税抜き価格で試算

工 事



４．（１） １） ＩＣＴ施工における積算基準の当面の運用

発注者

OK

③ICT建設機械による
施工

④検査の省力化①ドローン等による３次元測量 ②３次元データによる設計・施工
計画

３次元データ等を通信

共通仮設費
（技術管理費）

共通仮設費
（技術管理費）

共通仮設費
（技術管理費）

共通仮設費
（技術管理費）

直接工事費
（賃料）

・ 保守点検費
・ システム初期費

項 目 計上項目 積算方法
① 3次元起工測量 共通仮設費 見積徴収 による積上げ
② 3次元設計データ作成 共通仮設費 見積徴収 による積上げ

③
ICT建機施工 直接工事費 損料または賃料
（保守点検） 共通仮設費 算定式 による積上げ
（システム初期費） 共通仮設費 定額 による積上げ

④ 3次元出来形管理 共通仮設費 補正係数の設定
⑤ 3次元データ納品 共通仮設費 補正係数の設定

その他 外注経費等 現場管理費 補正係数の設定

積算方法
見積徴収 による積上げ
見積徴収 による積上げ
損料または賃料
算定式 による積上げ
定額 による積上げ

当面、補正係数により算出される
金額と、見積りとを比較し、適切
に費用を計上する運用とする。

現 行 当面の運用改善

⑤
3次元
ﾃﾞｰﾀ
納品

ICT施工のフロー

共通仮設費
補正 1.2

現場管理費
補正 1.1

○ ＩＣＴ施工において、３次元座標値による出来形管理や３次元データ納品等に要する経費については、令和２年度より、共通
仮設費率、現場管理費率に補正係数を乗じることで計上している。

○ その後、地域を地盤とする一般土木C、D等級企業での取組が拡大しているほか、３次元座標値による出来形管理等の内製化も
進んでいる。

○ より実態に即した積算となるよう、当面、補正係数により算出される金額と見積りとを比較し、適切に費用を計上する運用とする。
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【機密性２】
４．（１） ２） 土木工事標準歩掛

工 事

土木工事標準歩掛は、土木請負工事費の積算に用いるもので、標準的な施工条件下での労務工
数、材料数量、機械運転時間など、単位施工量当り又は日当りの所要量を工種ごとにとりまとめたもの。

14

（１）新たに制定した工種 【３工種】
①浚渫工（バックホウ浚渫船）（ICT） 、②砂防土砂仮締切・砂防大型土のう仮締切
③橋梁検査路架設工

（２）日当り施工量、労務、資機材等の変動により改定を行った工種 【７工種】
①原動機燃料消費量、 ②深礎工、 ③足場工、 ④浚渫工（バックホウ浚渫船）、
⑤ポストテンション桁製作工、 ⑥プレキャストセグメント主桁組立工、 ⑦PC橋片持架設工

工種名 ：浚渫工（バックホウ浚渫船）（ICT) 工種名 ：橋梁検査路架設工工種名 ：砂防土砂仮締切
・砂防大型土のう仮締切

「施工合理化調査等の実態調査」の結果を踏まえ、新規及び既存制定工種を改定。



施工パッケージは、土木請負工事費の積算に用いるもので、標準的な施工条件下での単位施
工量当り「単価」（機械経費、労務費、材料費を含む）を施工パッケージ毎に設定したものである。
毎年度、 「施工合理化調査等の実態調査」の結果を踏まえ、施工パッケージ単価を制定・改定
してきている。

また、施工パッケージ標準単価は、施工実態の変動を反映させるとともに、機械、労務、材料単
価の物価変動による乖離が生じないように、毎年度単価の更新を行ってきている。

２）日当り施工量、労務、資機材等の改定を行った工種【２工種】
①コンクリートブロック積（張）工、 ②目地・止水板設置工

施工パッケージ関係 【５工種】

４．（１） ３） 施工パッケージ型積算関係
工 事

「施工パッケージ型積算方式標準単価表（参考資料）」の公表

施工パッケージ型積算方式の理解向上に資するため、施工パッケージ標準単価の代表機労材規格の
うち、代表機械規格及び代表労務規格の参考数量を「施工パッケージ型積算方式標準単価表（参考資
料）」として、国土技術政策総合研究所ＨＰに掲載（令和５年３月末公表予定）。
（http://www.nilim.go.jp/lab/pbg/theme/theme2/theme_sekop.htm）

１）新規制定【３工種】
①現場発生品及び支給品費、 ②モルタル練工、 ③排水構造物工（ヒューム管）
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４．（２）鋼橋製作工関係
工 事

16

●材料費

【鋼橋製作工】

○鋼橋製作工の歩掛、副資材費について、製作現場の実態を踏まえ改定。
○桁輸送費について、燃料費などの輸送費用の実態を踏まえ改定。

種 別 現行 改定

箱桁（鋼床版箱桁のみ） Ｙ＝26.38X＋13,472 Ｙ＝23.93X＋16,437

橋脚 Ｙ＝26.12X＋ 8,518 Ｙ＝23.44X＋15,721

Y：輸送単価（円/ｔ）

●桁輸送費

X：輸送距離（km）

副資材費（溶接などの消耗材料）

現行 改定

16,400円／ｔ 17,300円／ｔ

●製作費

鋼橋製作費（標準工数（人／個））

種別 現行 改定

単純鈑桁
大型材片 1.15 1.48

小型材片 0.25 0.32

横断歩道橋製作費（標準工数（人／ｔ ））

種別 現行 改定

階段部 Ｉ 桁 9.9 13.8

高欄部 高 欄 11.6 14.5



４．（３）電気通信工事に関する歩掛の改定

実態調査の結果を踏まえ、電気通信工事に関する標準歩掛を改定する。

電気通信編の改定

１）歩掛改定
①直流電源設置工（※）

※停電時においても多重無線設備等に直流の電源を
供給する装置の設置・調整に係る歩掛。

【直流電源装置据付】
・２４V系の機器を対象とする作業種別を削除

【直流電源装置調整】

・２４V系の機器を対象とする作業種別を削除
・４８V系の作業種別については実態調査の結果から
細別規格を無くし１つに統合

直流電源設備の例

工 事
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以下の標準歩掛等について、最新の技術基準への対応や実態調査の結果を踏まえ、
既存歩掛を改定する。

（１）土木設計業務 橋梁予備設計の改定項目
①標準歩掛、②地震時保有水平耐力法による耐力照査、③関係機関との協議資料作成、④現地踏査
⇒この改定により、業務価格が約1,000万円の業務※1で約20％（約200万円）増加。

（２）土木設計業務 橋梁詳細設計の改定項目
①橋台工（逆T式橋台）②橋台基礎工（場所打杭（深礎杭を除く)）、③架設計画（1工法）架設工法（Ⅲ）
⇒この改定により、業務価格が約4,000万円の業務※2で約4％（約160万円）の増加。

（３）調査、計画業務 橋梁定期点検業務の改定項目
①状態の把握（点検）②点検調書の作成（状態の把握（点検））

⇒この改定により、業務価格約3,000万円の業務※3で約5％（約150万円）の増加。

４．（４）設計業務等標準歩掛

※2 橋梁詳細設計：R4単価を使用して試算。

※3 橋梁定期点検：R4単価を使用して試算。

※1 橋梁予備設計業務：R4単価を使用して試算。
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新基準の適用スケジュール

○ 入札書提出締切日が4/1以降の案件から適用
※ただし、入札書提出締切日が3/1～3/31の間の案件は、旧基準のまま予定価格を算定し、契約後に変更可。

パターン 令和４年度 令和５年度 適 用

従来
公告 入札 契約

今

回

ケース１
公告 入札 契約

•新基準を適用する

ケース２ 公告 入札 契約 契約変更
•旧基準に基づき予定
価格を作成。

•契約後に改定内容に
基づき変更可。

ケース３
公告 入札 契約

•新基準を適用しない

4月1日
▼

（入札公告等へ記載）
○入札日：令和４年3月○日（予定）
○本工事（業務等）で、受発注者は、次の方式により算出された請負代金額に
契約を変更する協議を請求することができる。

・変更後の請負代金額 ＝ 新基準に基づく予定価格 × 当初契約時の落札率

旧基準に基づき
予定価格を作成

受発注者からの請求に基づき新
基準に基づき予定価格を作成し、
契約変更可

新基準の適用パターン
3月1日

▼

※ 「「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」の改定について」及び「設計業務等標準歩掛等の一部改定について」に該当する内容について適用する。

工事・業務
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（電気通信関連工事・業務も同様に適用）


